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(57)【要約】
【課題】洗浄槽にアダプタを装着したまま、２本の内視
鏡を洗浄槽に収容して洗浄消毒を行ってしまうミスを確
実に防ぐことができる内視鏡洗浄消毒装置を提供する。
【解決手段】洗浄槽２１には、内視鏡１０の内部に圧縮
空気を供給する気密試験用コネクタ８０、内視鏡１０の
各種チャンネルに流体を供給するメイン、サブチャンネ
ル洗浄コネクタ８１、８２が設けられており、これらは
２本の内視鏡用に各々２個ずつ用意されている。アダプ
タ１００は、１本の内視鏡１０を洗浄消毒する際に洗浄
槽２１に装着される。アダプタ１００は、第１、第２カ
バー部１０３、１０４を備える。第１カバー部１０３は
、隣り合う１個の気密試験用コネクタ８０と１個のメイ
ンチャンネル洗浄コネクタ８１を上側から覆い隠す。第
２カバー部１０４は、１個のサブチャンネル洗浄コネク
タ８２を上側から覆い隠す。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２本の内視鏡を収容可能な容積をもち、前記２本の内視鏡を同時に洗浄消毒可能な洗浄
槽と、
　前記２本の内視鏡とそれぞれ接続可能であり、内視鏡の内部に流体を供給するための第
１および第２流体供給コネクタと、
　前記洗浄槽に１本の内視鏡を収容して洗浄消毒を行う際に前記洗浄槽に着脱可能に装着
され、前記洗浄槽の容積を減少させるための体積をもつ本体部、および前記第１および第
２流体供給コネクタの一方を使用不能に覆い隠すカバー部を有するアダプタとを備えるこ
とを特徴とする内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項２】
　前記洗浄槽に前記アダプタが装着されたことを検知する装着検知センサと、
　前記装着検知センサで前記洗浄槽に前記アダプタが装着されたことを検知した場合、前
記洗浄槽に前記アダプタが装着されていることを報せる表示装置とを備えることを特徴と
する請求項１に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項３】
　前記洗浄槽に前記アダプタが装着されたことを検知する装着検知センサと、
　前記装着検知センサで前記洗浄槽に前記アダプタが装着されたことを検知した場合、洗
浄消毒処理の内容を規定する洗浄消毒プログラムを１本の内視鏡用に変更し、変更した洗
浄消毒プログラムにしたがって洗浄消毒処理を実行する制御部とを備えることを特徴とす
る請求項１または２に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項４】
　前記装着検知センサは、前記洗浄槽に前記アダプタが装着されたことを非接触で検知す
ることを特徴とする請求項２または３に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項５】
　前記洗浄槽に装着された前記アダプタを固定する固定機構を備えることを特徴とする請
求項１ないし４のいずれか１項に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項６】
　前記固定機構は、前記洗浄槽の開口を閉じるトップカバーに設けられた押圧部と、
　前記アダプタに設けられ、前記押圧部と当接して押圧を受ける被押圧部とで構成される
ことを特徴とする請求項５に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項７】
　前記アダプタは、内視鏡が載置される載置部を有し、
　載置部に載置された内視鏡の重みによって、前記洗浄槽に前記アダプタが固定されるこ
とを特徴とする請求項１ないし６のいずれか１項に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項８】
　前記アダプタは、前記洗浄槽に貯留される液体の液面よりも低い高さを有することを特
徴とする請求項１ないし７のいずれか１項に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項９】
　前記アダプタが前記洗浄槽に装置されたときに、前記アダプタと前記洗浄槽の間には、
前記洗浄槽に供給された液体が流れ込む隙間が形成されることを特徴とする請求項１ない
し８のいずれか１項に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項１０】
　前記カバー部は、前記洗浄槽に前記アダプタが装着されたときに、前記第１および第２
流体供給コネクタの一方の上方に位置し、前記第１および第２流体供給コネクタの一方を
上側から覆い隠すことを特徴とする請求項１ないし９のいずれか１項に記載の内視鏡洗浄
消毒装置。
【請求項１１】
　前記第１および第２流体供給コネクタは、内視鏡のチャンネルに流体として洗浄液や消
毒液を供給して前記チャンネルを洗浄消毒するためのチャンネル洗浄コネクタをそれぞれ
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含むことを特徴とする請求項１ないし１０のいずれか１項に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項１２】
　前記第１および第２流体供給コネクタは、送気・送水を行うための送気・送水チャンネ
ル、鉗子などの処置具を挿通するための鉗子チャンネルを洗浄消毒するためのメインチャ
ンネル洗浄コネクタであることを特徴とする請求項１１に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項１３】
　前記第１および第２流体供給コネクタは、内視鏡の内部に圧縮空気を供給して内視鏡の
気密性が保たれているか否かを試験するための気密試験用コネクタをそれぞれ含むことを
特徴とする請求項１ないし１２のいずれか１項に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項１４】
　２本の内視鏡を収容可能な容積をもち、前記２本の内視鏡を同時に洗浄消毒可能な洗浄
槽と、前記２本の内視鏡とそれぞれ接続可能であり、内視鏡の内部に流体を供給するため
の第１および第２流体供給コネクタとを有する内視鏡洗浄消毒装置で、前記洗浄槽に１本
の内視鏡を収容して洗浄消毒を行う際に前記洗浄槽に着脱可能に装着されるアダプタであ
って、
　前記洗浄槽の容積を減少させるための体積をもつ本体部と、
　前記第１および第２流体供給コネクタの一方を使用不能に覆い隠すカバー部とを備える
ことを特徴とする内視鏡洗浄消毒装置用アダプタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使用済みの内視鏡を洗浄消毒する内視鏡洗浄消毒装置、および内視鏡洗浄消
毒装置用アダプタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　使用済みの内視鏡を洗浄消毒する内視鏡洗浄消毒装置（以下、洗浄消毒装置という）が
知られている。洗浄消毒装置は、使用済みの内視鏡を収容する洗浄槽を備える。洗浄消毒
装置は、洗浄槽に収容された使用済みの内視鏡に対して、洗浄工程、消毒工程、すすぎ工
程などからなる洗浄消毒処理を自動的に行う。
【０００３】
　洗浄槽には、内視鏡の送気・送水チャンネル、鉗子チャンネル、吸引チャンネルなどを
洗浄消毒するためのチャンネル洗浄コネクタや、内視鏡の気密性が保たれているか否かを
試験するための気密試験用コネクタといった流体供給コネクタが設けられている。チャン
ネル洗浄コネクタは、各チャンネルの入口にチューブを介して接続され、このチューブを
通じて流体として洗浄液、消毒液などを各チャンネルに供給する。また、気密試験用コネ
クタは、内視鏡のコネクタに設けられた気密試験用の口金にチューブを介して接続され、
このチューブを通じて内視鏡の外皮と内蔵物の隙間に流体として圧縮空気を送り込む。
【０００４】
　特許文献１には、洗浄消毒作業の効率化を図るため、２本の内視鏡が収容可能な洗浄槽
を備え、２本の内視鏡を同時に洗浄消毒する洗浄消毒装置が記載されている。この洗浄消
毒装置では、２本の内視鏡にそれぞれ接続するために２個の流体供給コネクタ（チャンネ
ル接続口４）が設けられている。２個の流体供給コネクタは、洗浄槽内において常時露呈
した状態で配置されている。
【０００５】
　特許文献１に記載の洗浄消毒装置では、１本の内視鏡を洗浄槽に収容して洗浄消毒する
ことも可能である。特許文献１の明細書段落００３２には、１本の内視鏡を洗浄消毒する
際に、洗浄液や消毒液の使用量を削減するためのアダプタ（消毒液排除部材）を、洗浄槽
内の２本目の内視鏡が収容されるべき位置に装着してもよいことが記載されている。なお
、アダプタの形状などは図示および記載はされていない。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平０７－０２３９０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１に記載の洗浄消毒装置では、２個の流体供給コネクタが常時露呈しているた
め、洗浄槽にアダプタを装着した状態でも、２本の内視鏡を２個の流体供給コネクタにそ
れぞれ接続することが可能である。しかしながら、このような構成では、洗浄槽にアダプ
タを装着したまま、誤って２本の内視鏡を洗浄槽に収容して洗浄消毒を行ってしまうミス
が発生するという問題があった。
【０００８】
　アダプタを装着した状態では洗浄槽の容積は小さくなるため、そこに２本の内視鏡を無
理矢理収容すると、２本の内視鏡が傾いた状態で収容されてしまうなど、２本の内視鏡が
適切な状態で収容されないことが起こり得る。内視鏡が適切な状態で収容されていないと
、最悪の場合には、内視鏡の全体が洗浄液や消毒液に浸漬せず、内視鏡の一部が洗浄液や
消毒液の液面から浮き出してしまい、浮いた部分が洗浄消毒されないという事態を招くお
それがある。内視鏡は洗浄消毒後に再利用されるので、一部でも洗浄消毒されない部分が
あってそこに病原菌やウイルスが付着したままで再利用されると、医師や患者に感染する
危険がある。
【０００９】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたもので、洗浄槽にアダプタを装着したまま、２本
の内視鏡を洗浄槽に収容して洗浄消毒を行ってしまうミスを確実に防ぐことができる内視
鏡洗浄消毒装置、および内視鏡洗浄消毒装置用アダプタを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明の内視鏡洗浄消毒装置は、２本の内視鏡を収容可能
な容積をもち、２本の内視鏡を同時に洗浄消毒可能な洗浄槽と、２本の内視鏡とそれぞれ
接続可能であり、内視鏡の内部に流体を供給するための第１および第２流体供給コネクタ
と、洗浄槽に１本の内視鏡を収容して洗浄消毒を行う際に洗浄槽に着脱可能に装着され、
洗浄槽の容積を減少させるための体積をもつ本体部、および第１および第２流体供給コネ
クタの一方を使用不能に覆い隠すカバー部を有するアダプタとを備えている。
【００１１】
　洗浄槽にアダプタが装着されたことを検知する装着検知センサと、装着検知センサで洗
浄槽にアダプタが装着されたことを検知した場合、洗浄槽にアダプタが装着されているこ
とを報せる表示装置とを備えることが好ましい。
【００１２】
　洗浄槽にアダプタが装着されたことを検知する装着検知センサと、装着検知センサで洗
浄槽にアダプタが装着されたことを検知した場合、洗浄消毒処理の内容を規定する洗浄消
毒プログラムを１本の内視鏡用に変更し、変更した洗浄消毒プログラムにしたがって洗浄
消毒処理を実行する制御部とを備えることが好ましい。
【００１３】
　装着検知センサは、洗浄槽にアダプタが装着されたことを非接触で検知することが好ま
しい。
【００１４】
　洗浄槽に装着されたアダプタを固定する固定機構を備えることが好ましい。固定機構は
、例えば、洗浄槽の開口を閉じるトップカバーに設けられた押圧部と、アダプタに設けら
れ、押圧部と当接して押圧を受ける被押圧部とで構成される。
【００１５】
　また、アダプタは、内視鏡が載置される載置部を有し、載置部に載置された内視鏡の重
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みによって、洗浄槽にアダプタが固定されることが好ましい。
【００１６】
　アダプタは、洗浄槽に貯留される液体の液面よりも低い高さを有することが好ましい。
【００１７】
　アダプタが洗浄槽に装着されたときに、アダプタと洗浄槽の間には、洗浄槽に供給され
た液体が流れ込む隙間が形成される。
【００１８】
　カバー部は、洗浄槽にアダプタが装着されたときに、第１および第２流体供給コネクタ
の一方の上方に位置し、第１および第２流体供給コネクタの一方を上側から覆い隠すこと
が好ましい。
【００１９】
　第１および第２流体供給コネクタは、内視鏡のチャンネルに流体として洗浄液や消毒液
を供給してチャンネルを洗浄消毒するためのチャンネル洗浄コネクタをそれぞれ含むこと
が好ましい。第１および第２流体供給コネクタは、例えば、送気・送水を行うための送気
・送水チャンネル、鉗子などの処置具を挿通するための鉗子チャンネルを洗浄消毒するた
めのメインチャンネル洗浄コネクタである。
【００２０】
　あるいは、第１および第２流体供給コネクタは、内視鏡の内部に圧縮空気を供給して内
視鏡の気密性が保たれているか否かを試験するための気密試験用コネクタをそれぞれ含ん
でいてもよい。
【００２１】
　また、本発明の内視鏡洗浄消毒装置用アダプタは、２本の内視鏡を収容可能な容積をも
ち、２本の内視鏡を同時に洗浄消毒可能な洗浄槽と、２本の内視鏡とそれぞれ接続可能で
あり、内視鏡の内部に流体を供給するための第１および第２流体供給コネクタとを有する
内視鏡洗浄消毒装置で、洗浄槽に１本の内視鏡を収容して洗浄消毒を行う際に洗浄槽に着
脱可能に装着されるアダプタであって、洗浄槽の容積を減少させるための体積をもつ本体
部と、第１および第２流体供給コネクタの一方を使用不能に覆い隠すカバー部とを備えて
いる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、洗浄槽に１本の内視鏡を収容して洗浄消毒を行う際に洗浄槽に装着さ
れるアダプタに、第１および第２流体供給コネクタの一方を使用不能に覆い隠すカバー部
を設けるので、洗浄槽にアダプタを装着したまま、２本の内視鏡を洗浄槽に収容して洗浄
消毒を行ってしまうミスを確実に防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】トップカバーを閉じた状態の洗浄消毒装置の外観図である。
【図２】トップカバーを開けた状態の洗浄消毒装置の外観図である。
【図３】洗浄槽を示す平面図である。
【図４】洗浄槽に２本の内視鏡を収容した状態を示す平面図である。
【図５】洗浄槽に１本の内視鏡を収容してアダプタを装着した状態を示す平面図である。
【図６】アダプタの外観図である。
【図７】固定機構の拡大断面図である。
【図８】図５のＡ－Ａ線に沿う洗浄槽の後方部分およびアダプタの断面図である。
【図９】洗浄消毒装置の配管系統図である。
【図１０】洗浄消毒装置の電気的構成を示すブロック図である。
【図１１】警告メッセージを示す図である。
【図１２】洗浄消毒処理手順を示すフローチャートである。
【図１３】洗浄工程の処理手順を示すフローチャートである。
【図１４】すすぎ工程の処理手順を示すフローチャートである。
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【図１５】消毒工程の処理手順を示すフローチャートである。
【図１６】消毒後のすすぎ工程の処理手順を示すフローチャートである。
【図１７】洗浄槽への液体の供給、洗浄槽に貯留された液体の循環、洗浄槽からの液体の
排液に掛かる時間を示す説明図であり、（Ａ）はアダプタを装着せずに１本の内視鏡を洗
浄消毒する場合、（Ｂ）はアダプタを装着して１本の内視鏡を洗浄消毒する場合をそれぞ
れ示す。
【図１８】第２実施形態の洗浄消毒処理手順を示すフローチャートである。
【図１９】洗浄消毒処理の前に消毒液を予備加熱する手順を示すフローチャートである。
【図２０】消毒液タンクに温度センサおよびヒータを設けた態様を示す図である。
【図２１】図２０に示す態様で、洗浄消毒処理の前に消毒液を予備加熱する手順を示すフ
ローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
［第１実施形態］
　図１および図２において、内視鏡洗浄消毒装置（以下、洗浄消毒装置と呼ぶ）５は、２
本の内視鏡１０を同時に、または１本の内視鏡１０を洗浄消毒することが可能である。内
視鏡１０は、被検体内に挿入される長尺の挿入部１１と、挿入部１１の基端部分に設けら
れた操作部１２と、ユニバーサルコード１３とを備えている。ユニバーサルコード１３の
一端には、内視鏡１０で取得した観察部位の撮像信号を処理するプロセッサ装置に接続す
るコネクタ１４や、内視鏡１０に内挿されたライトガイドに照明光を入力する光源装置に
接続するコネクタ１５が設けられている。コネクタ１４には、電気的な導通を得るための
接点部が設けられているため、洗浄消毒の際には、防水キャップが取り付けられる。
【００２５】
　挿入部１１には、送気・送水を行うための送気・送水チャンネル、鉗子などの処置具を
挿通するための鉗子チャンネル、観察の障害となる体液や汚物などを吸引する吸引チャン
ネルが配設されている。送気・送水チャンネルは、一端が挿入部１１の先端部１６の噴射
ノズル（図示せず）に接続されており、他端は、操作部１２の送気・送水ボタンが取り付
けられる装着口１７を経由してユニバーサルコード１３内へ延びている。鉗子チャンネル
は、一端が挿入部１１の先端の鉗子出口（図示せず）に接続しており、他端が操作部１２
の鉗子入口１８に接続している。吸引チャンネルは、挿入部の先端の鉗子出口から鉗子入
口１８に向けて分岐する分岐点までが鉗子チャンネルと共用されており、分岐点から操作
部１２を経由してユニバーサルコード１３内へ延びている。
【００２６】
　洗浄消毒装置５は、箱状の装置本体２０を備えている。装置本体２０の上部には、内視
鏡１０が収容され、洗浄液や消毒液が供給される洗浄槽２１が設けられている。洗浄槽２
１は、２本の内視鏡１０を収容可能な容積（例えば１６．５リットル）を有する。洗浄槽
２１は、上部が開放された水槽であり、例えばステンレスなどの耐熱性、耐蝕性に優れた
金属材料で形成されている。装置本体２０には、洗浄槽２１の開口部２２を覆うトップカ
バー２３が取り付けられている。
【００２７】
　装置本体２０はシャーシ（図示せず）を有しており、シャーシには、洗浄槽２１やトッ
プカバー２３の他、洗剤や消毒液を洗浄槽２１に供給するための配管、ポンプ、電磁弁、
タンク（図９参照）などが取り付けられている。シャーシの外周は、前面パネル２４、側
面パネル２５、上面パネル２６からなる外装部材によって覆われている。
【００２８】
　前面パネル２４は、側端部がヒンジを介してシャーシに取り付けられており、開閉自在
となっている。前面パネル２４内には、図示しない収納トレイが設けられている。収納ト
レイには、洗剤タンク１６４およびアルコールタンク１６６（ともに図９参照）が収納さ
れている。洗剤タンク１６４には、内視鏡１０の洗浄に使用される洗剤が貯留されている
。アルコールタンク１６６には、内視鏡１０の洗浄、消毒後に、内部に配設された各チャ



(7) JP 2015-70947 A 2015.4.16

10

20

30

40

50

ンネル内に流されるアルコールが貯留されている。前面パネル２４には、各タンク内の液
体の残量視認用の透明窓２７が取り付けられている。
【００２９】
　また、収納トレイには、例えば、過酢酸、グルタールアルデヒド、オルトフタルアルデ
ヒドなどの消毒液の濃縮液を貯えた供給ボトルが交換可能に収納される。供給ボトルは、
シャーシに備え付けられた消毒液タンク１６５（図９参照）に接続され、濃縮液を消毒液
タンク１６５内に供給する。濃縮液は、消毒液タンク１６５内で水によって適正な濃度に
希釈されて使用される。
【００３０】
　前面パネル２４の透明窓２７の上方には、排紙口２８が設けられている。排紙口２８の
奥にはプリンタ２０４（図１０参照）が配置され、排紙口２８は、プリンタ２０４によっ
て洗浄履歴情報が印字されたプリントを排出する。洗浄履歴情報は、例えば、洗浄を実施
した日時、作業者名、洗浄した内視鏡１０のＩＤなどの情報である。洗浄履歴情報が印字
されたプリントは、内視鏡１０の洗浄消毒結果の確認、管理などに用いられる。
【００３１】
　上面パネル２６の前端部には、操作パネル３０が設けられている。操作パネル３０には
、各種の操作指示を入力するための複数の操作ボタン３１、各種表示を行うディスプレイ
３２、およびタグリーダ３３が設けられている。操作ボタン３１は、例えば、洗浄消毒処
理の開始を指示するスタートボタン、緊急停止を指示するためのストップボタン、ディス
プレイ３２に表示される操作画面を操作するための操作キーなどである。
【００３２】
　ディスプレイ３２は、例えば液晶ディスプレイであり、洗浄消毒プログラムを選択する
選択画面や各種設定を行うための設定画面を含む操作画面を表示する他、洗浄消毒処理の
進捗状況や残り時間、トラブル発生時の警告メッセージなどを表示する。洗浄消毒プログ
ラムは、例えば、洗浄、消毒、すすぎの各工程を、どのような順序で、それぞれどの程度
の時間あるいは何回実行するかといった洗浄消毒処理の内容を規定する。洗浄消毒プログ
ラムには、洗浄、すすぎ、消毒、すすぎ、乾燥という順序で各工程を実行する標準的な洗
浄消毒プログラムの他、各工程を単独で実行する洗浄消毒プログラムや、標準的な洗浄消
毒プログラムにおいて、洗浄、消毒、すすぎの各時間や回数が異なる複数の洗浄消毒プロ
グラムが用意されている。
【００３３】
　タグリーダ３３は、内視鏡１０に設けられたＲＦＩＤタグや、作業者のネームプレート
に設けられたＲＦＩＤタグと非接触で通信して、ＲＦＩＤタグ内の情報（内視鏡１０のＩ
Ｄや作業者名など）を読み取る。
【００３４】
　上面パネル２６は、洗浄槽２１の開口部２２を露出する開口３５が形成された枠形状を
している。洗浄槽２１の開口部２２の上端には、洗浄槽２１の垂直に立ち上がる側面と直
交し、水平方向に延設された周縁部３６が形成されている。周縁部３６と上面パネル２６
は、両者の境界から気体や液体が漏れる隙間が生じないように接合されている。上面パネ
ル２６の開口３５の外縁には、液体が重力の作用によって洗浄槽２１に向かって流れるよ
うに、洗浄槽２１の開口部２２に向かって傾斜した斜面３７が形成されている。
【００３５】
　トップカバー２３は、例えば、プラスチックで形成された略矩形状の板状体で構成され
たカバー本体３８と、カバー本体３８の洗浄槽２１と対面する裏面側の外周部に取り付け
られたパッキン３９とで構成される。カバー本体３８は、洗浄槽２１内の様子を外部から
視認できるように、例えば、透明または半透明のプラスチック材料で形成される。パッキ
ン３９は、ゴムなどの弾性材料で形成されており、洗浄槽２１の開口部２２を気密および
水密に密閉する。パッキン３９は、周縁部３６および上面パネル２６の開口３５の内側面
と圧接して、洗浄槽２１に供給された液体の外部への飛散、および消毒液の臭気の外部へ
の漏れを防止する。
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【００３６】
　トップカバー２３は、カバー本体３８の後方から突出した取り付け部４０を介して上面
パネル２６に取り付けられている。トップカバー２３は、取り付け部４０を支点として、
洗浄槽２１の開口部２２を覆って閉じる図１に示す閉じ位置と、開口部２２を開放して露
出させる図２に示す開き位置との間で回動する。
【００３７】
　トップカバー２３は、モータによって電動で開閉される。トップカバー２３の開閉の操
作指示は、前面パネル２４の下方に設けられたフットペダル４１の踏み込み操作によって
入力される。トップカバー２３が閉じているときにフットペダル４１を踏み込むとトップ
カバー２３が開き、トップカバー２３が開いているときにフットペダル４１を踏み込むと
トップカバー２３が閉じる。
【００３８】
　トップカバー２３の表面は、清掃がしやすいように、細かな凹凸の無い緩やかな曲面で
構成されている。トップカバー２３の裏面は、裏面洗浄ノズル６０（図３参照）から噴射
された液体が、裏面洗浄ノズル６０と対向する部分から周縁部までの全面に行き渡るよう
に、断面が、裏面洗浄ノズル６０との対向部分を頂点として、上方に向かって凸型の緩や
かな円弧状に形成されている。また、トップカバー２３の裏面には、前方部分にネット４
２が設けられている。ネット４２は、トップカバー２３が閉じたときに、洗浄槽２１の底
面に配置されるネット５０と対向する位置に配置されている。ネット４２は、洗浄槽２１
に収容された内視鏡１０を上方から押さえつけて、内視鏡１０を液面下に沈める。
【００３９】
　トップカバー２３の後方部分には、洗浄槽２１の内部と外部を連通する通気路４３が設
けられている。洗浄槽２１の開口部２２は、パッキン３９によって密閉される。このため
、トップカバー２３が閉じられた状態で、洗浄槽２１の液体が排液口７０や循環口７１か
ら排出されるときには、通気路４３を通じて、外部から洗浄槽２１内に外気が取り入れら
れる。
【００４０】
　また、トップカバー２３が閉じ位置から開き位置への回動を開始する回動初期において
は、パッキン３９によって開口部２２が密閉されているので、その状態でトップカバー２
３が開き方向に回動すると、洗浄槽２１内が負圧になる。パッキン３９による開口部２２
の密閉が解除されるまでの間、通気路４３を通じて外部から洗浄槽２１に外気が取り入れ
られる。これにより、洗浄槽２１の内外の気圧差が解消されて、トップカバー２３が開き
方向に回動することができる。
【００４１】
　トップカバー２３の上面には、消臭フイルタ４４が交換可能に装着されるフイルタ装着
部４５が形成されている。フイルタ装着部４５には、通気路４３を構成するスリット４６
が形成されている。消臭フイルタ４４は、上方からスリット４６を覆うようにフイルタ装
着部４５に装着され、通気路４３内に配置される。消臭フイルタ４４は、通気路４３を通
じて洗浄槽２１内から外部に排出される気体の臭気を消臭する。スリット４６は、断面が
クランク状に屈曲して形成されており、洗浄槽２１内の液体がスリット４６を通じて消臭
フイルタ４４に飛散することを防止している。
【００４２】
　フイルタ装着部４５には、消臭フイルタ４４を覆うフィルタカバー４７が開閉自在に設
けられている。フィルタカバー４７には、スリット４８が形成されており、スリット４８
は、スリット４６とともに通気路４３を構成する。
【００４３】
　トップカバー２３のフイルタ装着部４５の裏面には、一対の固定突起４９が形成されて
いる。後述するように、１本の内視鏡１０の洗浄消毒を行う際には、洗浄槽２１にアダプ
タ１００（図５および図６参照）が装着される。固定突起４９は、トップカバー２３が閉
じ位置にあるとき、アダプタ１００を上方から押さえつけ、アダプタ１００を液面下に沈
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めて、液面から浮き上がらないように固定する（図７参照）。
【００４４】
　洗浄消毒処理を行う際、洗浄槽２１には、ネット５０および小物洗浄かご５１が取り付
けられる。ネット５０は、内視鏡１０と洗浄槽２１の底面との間に液体が流れ込む隙間を
作り、洗浄槽２１に供給された液体が、内視鏡１０の外表面に接触する面積を増加させる
。小物洗浄かご５１は、内視鏡１０から取り外された、送気・送水ボタンや吸引ボタンな
どの小物部品を収容する。
【００４５】
　図３は、ネット５０を取り払った状態の洗浄槽２１を示す。洗浄槽２１の開口２２の形
状は、上方から見ると、前方部分５５が略台形で、後方部分５６が略方形をしている。前
方部分５５と後方部分５６の境界には、前方部分５５から後方部分５６に向かって下るス
ロープ５７が形成されており、後方部分５６の底面は前方部分５５の底面よりも一段低く
なっている。このスロープ５７により、前方部分５５から後方部分５６への水捌けをよく
している。
【００４６】
　前方部分５５の底面中央には、超音波洗浄を行うための振動板５８が取り付けられてい
る。振動板５８の上には、裏面洗浄ノズル６０、小物洗浄ノズル６１、温度センサ６２が
配置されている。裏面洗浄ノズル６０は、上方に位置するトップカバー２３の裏面に向け
て洗浄液や水を噴射して、トップカバー２３の裏面を洗浄する。小物洗浄ノズル６１は、
小物洗浄かご５１に収容された小物部品に向けて洗浄液や水を噴射して小物部品を洗浄す
る。温度センサ６２は、洗浄槽２１内に貯留された液体の温度を測定し、測定した温度に
応じた温度測定信号を出力する。
【００４７】
　前方部分５５の周縁部３６には、洗剤供給ノズル６３、消毒液供給ノズル６４、および
フロートスイッチ６５が設けられている。消毒液供給ノズル６４およびフロートスイッチ
６５は、周囲より一段低くなった窪み６６に配置されている。洗剤供給ノズル６３は、洗
剤タンク１６４内に貯留された洗剤を洗浄槽２１内に供給する。使用後の内視鏡１０に付
着している体液や汚物は、水と洗剤とが混合された洗浄液により洗い流される。消毒液供
給ノズル６４は、洗浄槽２１内に向けて屈曲された金属管であり、消毒液タンク１６５内
に貯留された消毒液を洗浄槽２１内に供給する。洗浄液で洗い流されなかった病原菌やウ
イルスは、消毒液により除去され、または病原性が消失される。フロートスイッチ６５は
、洗浄槽２１に供給された液体が周縁部３６まで溢れることを防止するためのオーバーフ
ロー検知スイッチであり、窪み６６に液体が流入したときにオーバーフロー検知信号を出
力する。
【００４８】
　後方部分５６の底面には、排液口７０および循環口７１が設けられている。排液口７０
は、洗浄槽２１から、使用済みの洗浄液や消毒液、およびすすぎに使用した水を排出する
。循環口７１は、洗浄槽２１内に貯留された液体を循環させて、洗浄槽２１内の液体に水
流を生じさせるために設けられている。循環口７１は、洗浄槽２１内の液体を、洗浄槽２
１の下方に配置された循環用の配管に吸引する。循環口７１から循環用の配管に吸引され
た液体は、裏面洗浄ノズル６０、小物洗浄ノズル６１、給水ノズル７２から洗浄槽２１に
再供給される。
【００４９】
　後方部分５６の循環口７１の後方には、洗浄槽２１内に水を供給する給水ノズル７２が
立設されている。また、後方部分５６の循環口７１側の側面には、水位センサ７３が取り
付けられている。水位センサ７３は、洗浄槽２１内に貯留される液体の液面の位置（水位
）を検知する。
【００５０】
　水位センサ７３としては、例えば、液体が接触すると電流が流れる電極を有する電極式
のレベルセンサが使用される。電極式のセンサとしては、長さが異なる複数本の電極を有
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し、各電極によって、高さが異なる複数の液面の位置（水位）を検知可能なセンサであり
、複数本の電極を１ユニットに収容した多点検知型のものが知られている。なお、電極式
以外のフロートスイッチなどを水位センサとして用いてもよい。
【００５１】
　水位センサ７３は、洗浄や消毒に必要な適正な液量に応じた適正水位ＬＭ（図８参照）
と、適正水位よりも低い水位ＬＬの２つの水位を検知し、検知した水位に応じた水位検知
信号を出力する。適正水位ＬＭよりも低い水位ＬＬを検知するのは、水道設備の開栓忘れ
やポンプの故障などによる液体の供給異常を検知するためである。
【００５２】
　後方部分５６の排液口７０側の角には、洗浄槽２１の中程までの高さを有するテラス部
７４が設けられている。テラス部７４は、上方から見ると略Ｌ字状をしている。テラス部
７４と後方部分５６の境界には、前方部分５５と後方部分５６の境界のスロープ５７と同
様に、テラス部７４から後方部分５６に向かって下るスロープ７５が形成され、テラス部
７４から後方部分５６への水捌けをよくしている。
【００５３】
　テラス部７４の上面には、手前から順に、気密試験用コネクタ８０、メインチャンネル
洗浄コネクタ８１、およびサブチャンネル洗浄コネクタ８２が鉛直方向に対して平行に立
設されている。これら各コネクタ８０～８２は、内視鏡１０の内部に流体を供給するため
の流体供給コネクタであり、２本の内視鏡１０を同時に洗浄消毒するために、各々２個ず
つ用意されている。２個ずつある各コネクタ８０～８２の１つが第１流体供給コネクタに
相当し、もう１つが第２流体供給コネクタに相当する。
【００５４】
　各コネクタ８０～８２内には逆止弁（図示せず）が設けられており、チューブユニット
９０（図４および図５参照）が接続されていない場合は、逆止弁の作用により流体が外部
に漏れ出さない構成である。また、各コネクタ８０～８２は、例えば気密試験用コネクタ
８０が灰色、メインチャンネル洗浄コネクタ８１が水色、サブチャンネル洗浄コネクタ８
２が緑色というように、区別可能に色分けされている。
【００５５】
　気密試験用コネクタ８０は、内視鏡１０の挿入部１１の外皮と内蔵物およびユニバーサ
ルコード１３の外皮と内蔵物の隙間に流体として圧縮空気を送り込み、外皮に液体が進入
する小さな孔や亀裂が生じていないかを試験するためのコネクタである。気密試験用コネ
クタ８０は、チューブユニット９０を介して、コネクタ１５に設けられた気密試験用の口
金１５ａ（図４および図５参照）と接続される。気密試験は、洗浄消毒処理を開始する前
に行われる。
【００５６】
　メインチャンネル洗浄コネクタ８１は、内視鏡１０の送気・送水チャンネル、鉗子チャ
ンネルおよび吸引チャンネルに対して、洗浄液、消毒液、アルコール、圧縮空気といった
流体を供給する。サブチャンネル洗浄コネクタ８２は、送気・送水チャンネルや鉗子チャ
ンネル、吸引チャンネルに加えて、副送水（ウォータージェット）チャンネルや鉗子起上
用チャンネル、バルーン吸排気チャンネルなどの別の特殊なチャンネルを有する内視鏡を
洗浄消毒するために設けられた予備コネクタである。
【００５７】
　後方部分５６の底面内部には、洗浄槽２１にアダプタ１００が装着されたことを検知す
る装着検知センサ８５が設けられている。装着検知センサ８５は、洗浄槽２１にアダプタ
１００が装着されたときに、アダプタ１００に内蔵された磁石１０８（図５および図６参
照）と対向する位置に配置されている。装着検知センサ８５は、磁石１０８の磁気に感応
して、洗浄槽２１にアダプタ１００が装着されたことを示す装着検知信号を出力する磁気
センサであり、洗浄槽２１にアダプタ１００が装着されたことを、アダプタ１００と非接
触で検知する。
【００５８】
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　図４は、２本の内視鏡１０を洗浄槽２１内に収容した状態を示す。内視鏡１０は、挿入
部１１、ユニバーサルコード１３、コネクタ１４、および先端部１６が前方部分５５の底
面、操作部１２およびコネクタ１５が後方部分５６の底面にそれぞれ載置される。挿入部
１１およびユニバーサルコード１３は、略円形に幾重にも巻き回された状態で、前方部分
５５の中央を取り囲むようにしてネット５０（図２参照）上に載置される。なお、図４、
図５、および図９では、煩雑を避けるためネット５０は図示していない。
【００５９】
　各コネクタ８０～８２は、洗浄槽２１にアダプタ１００を装着していない状態では、２
本の内視鏡１０の洗浄消毒に対応できるように、全てが露呈されて使用可能な状態になる
。２個のメインチャンネル洗浄コネクタ８１には、それぞれ２本のチューブユニット９０
が接続されており、各チューブユニット９０は、２本の内視鏡１０とそれぞれ接続される
。チューブユニット９０は、メインチャンネル洗浄コネクタ８１と装着口１７および鉗子
入口１８とを接続し、メインチャンネル洗浄コネクタ８１から装着口１７および鉗子入口
１８へ至る流体供給路を形成する。チューブユニット９０は、チューブ９１と、チューブ
９１の端部に設けられた取付具９２、９３、９４とで構成される。チューブ９１は、可撓
性を有する樹脂などで形成され、途中で２股に分かれている。取付具９２は、メインチャ
ンネル洗浄コネクタ８１に着脱自在に取り付けられる。取付具９３、９４は、装着口１７
、鉗子入口１８にそれぞれ着脱自在に取り付けられる。
【００６０】
　メインチャンネル洗浄コネクタ８１からチューブユニット９０を介して装着口１７に供
給された流体は、装着口１７から送気・送水チャンネルへ流入し、先端部１６の噴射ノズ
ルから内視鏡１０外へ流出する。また、メインチャンネル洗浄コネクタ８１からチューブ
ユニット９０を介して鉗子入口１８に供給された流体は、鉗子入口１８から鉗子チャンネ
ルおよび吸引チャンネルに流入し、鉗子出口から内視鏡１０外へ流出する。
【００６１】
　一方、図５は、１本の内視鏡１０を洗浄槽２１内に収容した状態を示す。内視鏡１０は
、図４に示す場合と同様に、挿入部１１およびユニバーサルコード１３が巻き回された状
態で洗浄漕２１内に収容される。後方部分５６には、アダプタ１００が装着される。アダ
プタ１００は、洗浄漕２１の容積の一部を占有し、洗浄漕２１の容積を減少させて、液体
の使用量を削減するための部材である。液体の使用量が少ないほど、液体の供給に掛かる
時間、排液に掛かる時間は短縮されるので、アダプタ１００を装着することで、アダプタ
１００を装着しない場合と比べて、洗浄消毒処理に掛かる時間を短縮することができる。
アダプタ１００の体積は、例えば２．３リットルである。洗浄漕２１の容積が１６．５リ
ットルであった場合、アダプタ１００を装着することにより、洗浄漕２１の容積は１４．
２リットルに減少する。
【００６２】
　図６にも示すように、アダプタ１００は、本体部１０１と、載置部１０２と、第１カバ
ー部１０３および第２カバー部１０４とを備える。各部１０１～１０４は一体的に形成さ
れている。アダプタ１００は、耐熱性、耐蝕性に優れた樹脂などで形成されている。
【００６３】
　本体部１０１は、洗浄槽２１の深さ方向に高さを有し、洗浄槽２１の容積を減少させる
ことが可能な体積を有する。本体部１０１の平面形状は、図５に示すように、後方側に張
り出す略凹型形状をしている。本体部１０１の後方側の側面は、洗浄槽２１の後方部分５
６およびテラス部７４の壁面の形状に略倣った形状を有している。ただし、本体部１０１
の外形サイズは、後方部分５６の内壁面のサイズと比べて一回り小さい。また、本体部１
０１の内部は、例えば、樹脂が充填された中実構造である。もちろん、洗浄槽２１の容積
を減少させる体積があればよいので、本体部１０１を中空構造としてもよい。
【００６４】
　本体部１０１において、給水ノズル７２と対向する部分には切欠き１０５が、水位セン
サ７３と対向する部分には切欠き１０６がそれぞれ形成されている。切欠き１０５、１０
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６は、給水ノズル７２、水位センサ７３を収容するためのもので、給水ノズル７２、水位
センサ７３よりも若干大きく形成されている。切欠き１０５、１０６を設けることにより
、本体部１０１を、洗浄槽２１の後方部分５６の壁面にフィットさせることができる。
【００６５】
　本体部１０１において、固定突起４９に対応する部分には、一対の固定穴１０７が形成
されている。固定穴１０７は、固定突起４９が嵌入可能な有底穴である。また、装着検知
センサ８５に対向する本体部１０１の部分には、磁石１０８が設けられている。磁石１０
８は、外部に露呈しないように、本体部１０１の内部に埋め込まれている。
【００６６】
　載置部１０２は、本体部１０１の下部から、洗浄槽２１の前方部分５５に向かって突き
出した薄板である。本体部１０１および載置部１０２の下面は、洗浄槽２１の後方部分５
６の底面と対面するため、後方部分５６の底面の形状に合わせた形状で形成されている。
図５に示すように、載置部１０２には、内視鏡１０の操作部１２やコネクタ１４が載置さ
れる。載置部１０２には、排液口７０を露呈させる穴１０９と、循環口７１を露呈させる
穴１１０がそれぞれ形成されている。穴１０９、１１０は、洗浄槽２１内の液体を排液口
７０および循環口７１に導く。本体部１０１において、穴１１０と隣接する部分には、穴
１１０の形状に合わせて切欠き１１１が形成されている。
【００６７】
　各カバー部１０３、１０４は、本体部１０１の上部に設けられている。各カバー部１０
３、１０４は、洗浄槽２１の後方側に舌状に延びる薄板形状であり、テラス部７４の上方
に突き出ている。各カバー部１０３、１０４の間には、チューブ９１を引き回すための窪
み１１２が形成されている。各カバー部１０３、１０４は、アダプタ１００が洗浄槽２１
に装着されたときに、２本の内視鏡１０とそれぞれに接続するために２個ずつ設けられた
各コネクタ８０～８２のうちの、１本分のコネクタを使用不能に覆い隠す。
【００６８】
　より詳しくは図５に示すように、第１カバー部１０３は、２個の気密試験用コネクタ８
０およびメインチャンネル洗浄コネクタ８１のうち、隣り合う１個の気密試験用コネクタ
８０と１個のメインチャンネル洗浄コネクタ８１の上方に位置し、これらを上側から覆い
隠す。第２カバー部１０４は、２個のサブチャンネル洗浄コネクタ８２のうち、１個のサ
ブチャンネル洗浄コネクタ８２の上方に位置し、これを上側から覆い隠す。
【００６９】
　各カバー部１０３、１０４で覆い隠された各コネクタ８０～８２には、チューブユニッ
ト９０は取り付けることができない。このため、チューブユニット９０は図４では２個の
メインチャンネル洗浄コネクタ８１に２本接続されているが、図５では１本しか接続され
ていない。
【００７０】
　図７に示すように、トップカバー２３が閉じ位置にあるとき、固定穴１０７には固定突
起４９が嵌入される。固定突起４９は半円状の先端部４９ａを有し、固定穴１０７は先端
部４９ａよりも若干半径が大きい半円状の底面１０７ａを有する。トップカバー２３が閉
じ位置にあるとき、先端部４９ａの頂点と底面１０７ａの最低点とが接触する。これによ
り、固定穴１０７がトップカバー２３からの押圧力を受けて、アダプタ１００が後方部分
５６に固定される。固定突起４９は押圧部、固定穴１０７は被押圧部に相当し、固定突起
４９および固定穴１０７は、固定機構１１５を構成する。
【００７１】
　図５のＡ－Ａ線に沿う後方部分５６およびアダプタ１００の断面を示す図８において、
アダプタ１００の底面の四隅には、４本の脚１２０（図８では２本のみ図示）が形成され
ている。この脚１２０により、アダプタ１００の底面と後方部分５６の底面には隙間１２
１が形成される。また、アダプタ１００は、後方部分５６の内壁面のサイズと比べて外形
サイズが一回り小さいため、アダプタ１００の側面と後方部分５６の内壁面にも隙間１２
１が生じている。
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【００７２】
　符号ＬＭで示す１点鎖線は、洗浄槽２１に貯留される液体の適正水位を示している。ア
ダプタ１００の高さＨ１は、適正水位ＬＭのときの後方部分５６の底面からの液面の高さ
Ｈ２よりも低い。このため、洗浄槽２１にアダプタ１００が装着された状態では、洗浄槽
２１に貯留された液体にアダプタ１００全体が浸漬される。
【００７３】
　洗浄消毒装置の配管系統を示す図９において、洗浄槽２１の下面には、ラバーヒータ１
５０が取り付けられている。ラバーヒータ１５０は、洗浄槽２１内に貯留された液体を加
熱する。液体の温度は、温度センサ（ＴＥ）６２によって測定され、測定された温度に基
づいてラバーヒータ１５０の動作が制御される。洗浄液や消毒液は、温度によって洗浄効
果や消毒効果が変動するため、ラバーヒータ１５０によって適正な温度に調節される。
【００７４】
　振動板５８の下面には、超音波振動子１５１が取り付けられている。超音波振動子１５
１は、振動板５８の周方向に沿って複数個配列されている。超音波振動子１５１は、振動
板５８を振動させることで、洗浄槽２１内に貯留された液体を振動させて、内視鏡１０を
超音波洗浄する。超音波振動子１５１によって液体が振動すると、液体に微細な泡が発生
する。その泡の破裂に伴うエネルギーによって内視鏡１０の表面から汚れが浮き上り、汚
れが取れやすくなる。
【００７５】
　洗浄消毒装置５の配管系統は、蛇口１５２から洗浄槽２１に水を供給する給水経路と、
洗浄槽２１に洗剤、消毒液、アルコール、圧縮空気をそれぞれ供給するための供給ポンプ
（ＳＰ）１５３、１５４、１５５、エアポンプ（ＡＰ）１５６が配置された供給経路と、
循環口７１から洗浄槽２１内の液体を吸引して洗浄槽２１に再供給するための循環ポンプ
（ＣＰ）１５７、１５８が配置された循環経路と、排液口７０から洗浄槽２１内の液体を
排出する排液経路とに大きく分けられる。
【００７６】
　給水経路は、蛇口１５２から給水ノズル７２に至る経路である。給水経路には、蛇口１
５２とホースで接続される給水口１６０、バルブ（Ｖ）１６１、水フイルタ１６２、バル
ブ１６３が給水方向に沿って順に配置されている。バルブ１６１は電磁弁であり、給水口
１６０と水フイルタ１６２の間の経路を開閉して水の供給と停止を切り替える給水弁とし
て機能する。
【００７７】
　水フイルタ１６２は、水道水に含まれる異物や細菌を捕捉して水道水を濾過する浄水フ
イルタである。医療器具である内視鏡１０の洗浄消毒装置５では、高い浄水能力が求めら
れるため、水フイルタ１６２には、酵素などの細菌作用を持つ物質が含有されたグレード
の高い浄水フイルタが用いられる。
【００７８】
　バルブ１６３は、バルブ１６３から給水ノズル７２に通じる経路を、蛇口１５２に通じ
る給水経路および循環ポンプ１５７に通じる循環経路の一方と選択的に接続するための三
方電磁弁である。
【００７９】
　供給ポンプ１５３は、洗剤を貯留する洗剤タンク１６４と洗剤供給ノズル６３とを接続
する供給経路上に配置されており、洗剤タンク１６４から洗剤を吸い上げて洗剤供給ノズ
ル６３に供給する。供給ポンプ１５４は、消毒液を貯留する消毒液タンク１６５と消毒液
供給ノズル６４とを接続する供給経路上に配置されており、消毒液タンク１６５から消毒
液を吸い上げて消毒液供給ノズル６４に供給する。
【００８０】
　供給ポンプ１５５は、アルコールタンク１６６に貯留されたアルコールを供給する供給
経路上に配置されており、アルコールタンク１６６からアルコールを吸い上げる。アルコ
ールの供給経路は、供給ポンプ１５５の下流側において、メイン、サブチャンネル洗浄コ
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ネクタ８１、８２（図９ではメインチャンネル洗浄コネクタ８１のみ図示）へ通じる経路
と、小物洗浄ノズル６１へ通じる経路とに分岐しており、供給ポンプ１５５が吸い上げた
アルコールは、それぞれの経路を経て、メイン、サブチャンネル洗浄コネクタ８１、８２
と小物洗浄ノズル６１に供給される。
【００８１】
　エアポンプ１５６は、大気を圧縮した圧縮空気を各コネクタ８０～８２、および小物洗
浄ノズル６１に供給する供給経路上に配置されている。エアポンプ１５６の下流側には、
大気中の雑菌を補足して大気を浄化するエアフイルタ１６７が配置されている。
【００８２】
　エアフイルタ１６７の下流側には、バルブ１６８が配置されている。バルブ１６８は、
バルブ１６８から各コネクタ８０～８２および小物洗浄ノズル６１へ通じる経路を、エア
ポンプ１５６に通じる大気を供給する経路および循環ポンプ１５８に通じる経路の一方と
選択的に接続するための三方電磁弁である。各コネクタ８０～８２および小物洗浄ノズル
６１のそれぞれとバルブ１６８を接続する経路上には、各コネクタ８０～８２、小物洗浄
ノズル６１のそれぞれに通じる経路を開閉するバルブ１６９、１７０が配置されている。
【００８３】
　循環口７１に一端が接続される循環経路は、循環ポンプ１５７へ通じる経路と、循環ポ
ンプ１５８へ通じる経路に分岐している。循環ポンプ１５７の下流側の経路は、さらに、
バルブ１６３に通じる経路とバルブ１７１に通じる経路に分岐している。バルブ１７１は
、循環ポンプ１５７と裏面洗浄ノズル６０とを接続する経路を開閉する電磁弁である。循
環ポンプ１５７によって吸引された液体は、バルブ１６３およびバルブ１７１を経て給水
ノズル７２および裏面洗浄ノズル６０に供給される。循環ポンプ１５８の下流側の経路は
、バルブ１６８に接続している。循環ポンプ１５８によって吸引された液体は、バルブ１
６８からバルブ１６９およびバルブ１７０を経て、各コネクタ８０～８２および小物洗浄
ノズル６１に供給される。
【００８４】
　排液口７０に一端が接続される排液経路には、切り替えバルブ（ＳＶ）１７５が接続さ
れている。切り替えバルブ１７５の下流側は、排液ポンプ（ＤＰ）１７６へ通じる経路と
、消毒液タンク１６５へ通じる経路に分岐している。排液ポンプ１７６は、排液口７０か
ら排出される液体を吸引して、装置外の下水へ排出する。切り替えバルブ１７５は、排液
口７０から切り替えバルブ１７５の下流側への液体の排出を停止する閉じ状態と、排液口
７０から排液ポンプ１７６へ通じる経路を開く状態と、排液口７０から消毒液タンク１６
５へ通じる経路を開く状態の３つの状態を選択的に切り替える電磁弁である。
【００８５】
　洗浄槽２１に供給された洗浄液や水は、１回使用された後、排液ポンプ１７６によって
吸引されて装置外へ排出される。一方、消毒液は、複数回使用することが可能であるため
、消毒能力が消失するまでの間、使用後の消毒液は、排液口７０から切り替えバルブ１７
５を経由して消毒液タンク１６５に戻される。切り替えバルブ１７５は、消毒液を消毒液
タンク１６５に戻すために設けられている。消毒液は激臭を放つため、洗浄液や水と同様
に下水に排出することができない。このため、消毒液タンク１６５には図示しない排液口
が設けられており、所定回数使用されて消毒能力が消失した消毒液は、消毒液タンク１６
５の排液口から回収される。
【００８６】
　図１０において、洗浄消毒装置５の各種電気部品は、洗浄消毒装置５全体を統括的に制
御する制御部２００に接続されている。ＲＯＭ２０１は、装置全体の制御に用いられる制
御プログラムの他、洗浄消毒プログラムのデータなど、予め設定された各種制御情報を記
憶する。制御部２００は、操作ボタン３１で選択された洗浄消毒プログラムのデータをＲ
ＯＭ２０１から読み出して、読み出した洗浄消毒プログラムの内容に沿った洗浄消毒処理
を各部に実行させる。
【００８７】
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　ＲＡＭ２０２は、ＲＯＭ２０１からロードした制御プログラムなどの実行領域である。
ＥＥＰＲＯＭ２０３は、装置ＩＤ、各種設定情報、各種制御情報などの他、プリンタ２０
４で印字する洗浄履歴情報を記憶している。装置ＩＤは、個々の洗浄消毒装置５に付され
た識別情報である。装置ＩＤは、製造時に付与された製造番号やシリアルナンバー、ある
いは洗浄消毒装置５を使用する病院内で複数台の装置を識別するために付与された識別番
号である。
【００８８】
　ネットワークＩ／Ｆ２０５は、ＬＡＮなどのネットワークに接続して他の機器との通信
制御を行うためのインターフェースである。スピーカ２０６は、警告音などを出力する。
【００８９】
　タイマ２０７は、時計回路からの計時信号に基づいて、洗浄消毒プログラムで規定され
る洗浄消毒処理の各工程の開始からの経過時間を計時する。タイマ２０７で計時した時間
が洗浄消毒プログラムで規定された時間となったとき、制御部２００は洗浄消毒処理を次
の工程に移行させる。カウンタ２０８は、すすぎ工程の繰り返し回数や消毒液の使用回数
などをカウントする。ポンプ駆動部２０９、バルブ駆動部２１０、ヒータ駆動部２１１、
および超音波振動子駆動部２１２は、制御部２００からの制御信号に基づき、各ポンプ１
５３～１５８、１７６、各バルブ１６１、１６３、１６８～１７１、ラバーヒータ１５０
、および超音波振動子１５１をそれぞれ駆動する。
【００９０】
　フロートスイッチ６５、温度センサ６２、水位センサ７３、および装着検知センサ８５
は、オーバーフロー検知信号、温度測定信号、水位検知信号、および装着検知信号をそれ
ぞれ制御部２００に出力する。制御部２００は、オーバーフロー検知信号を受けた場合、
洗浄槽２１への液体の供給を直ちに止めるよう給水経路や供給経路の各部品の動作を制御
する。そして、ディスプレイ３２に警告メッセージを表示させ、かつスピーカ２０６から
警告音を出力させる。
【００９１】
　制御部２００は、温度測定信号に基づき、ヒータ駆動部２１１を介してラバーヒータ１
５０の動作を制御し、洗浄槽２１内に貯留された液体の温度を適正な温度とする。
【００９２】
　また、制御部２００は、水位検知信号に基づいて洗浄槽２１に供給された液体の水位が
適正水位ＬＭに到達したか否かを検知し、検知結果に応じて給水経路や供給経路の各部品
の動作を制御する。また、制御部２００は、水位検知信号に基づいて液体の供給異常を検
知し、供給異常が検知された場合はディスプレイ３２に警告メッセージを表示させ、かつ
スピーカ２０６から警告音を出力させる。
【００９３】
　制御部２００は、装着検知センサ８５から装着検知信号を受けた場合、図１１に示す警
告メッセージ２２０を、洗浄消毒処理の開始前にディスプレイ３２に表示させる。警告メ
ッセージ２２０は、「洗浄槽にアダプタが装着されています。よろしいですか？」といっ
た、洗浄槽２１にアダプタ１００が装着されていることを作業者に報せる内容である。
【００９４】
　制御部２００は、確認ボタン２２１が選択されるまで、警告メッセージ２２０をディス
プレイ３２に表示させ続ける。制御部２００は、警告メッセージ２２０がディスプレイ３
２に表示されている間は、操作ボタン３１からの洗浄消毒処理の開始指示を受け付けない
。
【００９５】
　上記構成を有する洗浄消毒装置５の洗浄消毒処理の手順について、図１２～１６のフロ
ーチャートを参照して説明する。洗浄消毒処理を行う場合、作業者は、まず、使用済みの
内視鏡１０および自らのネームプレートのＲＦＩＤタグをタグリーダ３３に近付けて読み
取らせた後、フットペダル４１を踏んでトップカバー２３を開き位置に移動させ、ネット
５０、小物洗浄かご５１、および使用済みの内視鏡１０を洗浄槽２１に収容する。そして
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、チューブユニット９０を介してメインチャンネル洗浄コネクタ８１と装着口１７および
鉗子入口１８とを接続する。また、必要に応じて気密試験用コネクタ８０とサブチャンネ
ル洗浄コネクタ８２にもチューブユニット９０を接続する。
【００９６】
　図１２において、２本の内視鏡１０を同時に洗浄消毒する場合（ステップＳ１０でＮＯ
）は、図４に示すように２本の内視鏡１０を洗浄槽２１内にセットする。この場合、洗浄
槽２１にアダプタ１００は装着されず、したがって洗浄槽２１の容積は変化しない。また
、各コネクタ８０～８２は全てが露呈されて使用可能な状態である。
【００９７】
　２本の内視鏡１０のセット完了後、洗浄消毒装置５は洗浄消毒プログラムの選択待ち状
態となる。この状態で標準的な洗浄消毒プログラムが選択され（ステップＳ２０）、洗浄
消毒処理の開始指示が入力されると（ステップＳ３０）、洗浄消毒装置５は、洗浄工程（
ステップＳ４０）、すすぎ工程（ステップＳ５０）、消毒工程（ステップＳ６０）、すす
ぎ工程（ステップＳ７０）、乾燥工程（ステップＳ８０）を順次実行する。
【００９８】
　図１３に示すように、ステップＳ４０の洗浄工程では、まず、バルブ１６３が、バルブ
１６１と給水ノズル７２を接続する状態に切り替えられる。そして、バルブ１６１が開か
れて、給水ノズル７２による洗浄槽２１への給水が実行される（ステップＳ４１）。水位
センサ７３で洗浄槽２１内の水が適正水位ＬＭに達したことが検知されると、バルブ１６
１が閉じられて給水が停止する。続いて、超音波振動子１５１が所定時間作動して超音波
洗浄が行われる（ステップＳ４２）。
【００９９】
　超音波洗浄が終了すると、洗浄液による洗浄が開始される。まず、供給ポンプ１５３が
作動して洗剤タンク１６４から洗剤供給ノズル６３を通じて洗浄槽２１に洗剤が供給され
る（ステップＳ４３）。洗浄槽２１内で水と洗剤が混合されて洗浄液が生成される。この
とき、２本の内視鏡１０は、全体が洗浄液に浸漬され、一部が液面から浮き出ることはな
い。以降のすすぎ、消毒工程の際も同様である。洗浄液は、ラバーヒータ１５０によって
加熱されて適正な温度に調節される（ステップＳ４４）。
【０１００】
　洗剤供給が終了すると、洗浄液の循環が行われる（ステップＳ４５）。洗浄液の循環で
は、まず、切り替えバルブ１７５が閉じられて、バルブ１６３によって循環ポンプ１５７
と給水ノズル７２へ通じる経路が開かれるとともに、バルブ１７１によって循環ポンプ１
５７から裏面洗浄ノズル６０に通じる経路が開かれる。さらに、バルブ１６９、１７０に
よってメインチャンネル洗浄コネクタ８１および小物洗浄ノズル６１に通じる経路が開か
れる。
【０１０１】
　この状態で、循環ポンプ１５７、１５８が作動して、循環口７１から吸引された洗浄液
が、裏面洗浄ノズル６０、小物洗浄ノズル６１、給水ノズル７２、メインチャンネル洗浄
コネクタ８１を通じて洗浄槽２１に再供給される。こうした洗浄液の循環により洗浄槽２
１内に水流が発生する。この水流によって内視鏡１０の汚れが洗い流される。
【０１０２】
　メインチャンネル洗浄コネクタ８１から供給される洗浄液は、内視鏡１０の各チャンネ
ルを通って内部の汚れを洗い流し、挿入部の先端の噴射ノズル、鉗子出口等から洗浄槽２
１に放出される。小物洗浄ノズル６１は、小物洗浄かご５１内の小物部品に向けて洗浄液
を噴射し、小物部品の汚れを洗い流す。裏面洗浄ノズル６０は、トップカバー２３の裏面
に向けて洗浄液を噴射して、トップカバー２３の裏面の汚れを洗い流す。洗浄液の循環が
終了すると、排液ポンプ１７６が作動して使用済みの洗浄液が排液口７０から排出される
（ステップＳ４６）。
【０１０３】
　洗浄工程が終了すると、内視鏡１０の外表面や各チャンネルに付着した洗浄液を洗い流
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すステップＳ５０のすすぎ工程が行われる。図１４に示すように、ステップＳ５０のすす
ぎ工程では、まず、洗浄工程と同様にして、バルブ１６１が開かれて洗浄槽２１への給水
が行われ、適正水位ＬＭとなるまで洗浄槽２１に水が貯留される（ステップＳ５１）。給
水終了後、循環ポンプ１５７、１５８が作動して水の循環が所定時間行われる（ステップ
Ｓ５２）。循環が終了すると、排液ポンプ１７６が作動して水が排液口７０から排出され
る（ステップＳ５３）。
【０１０４】
　図１５において、ステップＳ６０の消毒工程では、供給ポンプ１５４が作動して消毒液
タンク１６５から消毒液供給ノズル６４を通じて洗浄槽２１に消毒液が供給される（ステ
ップＳ６１）。消毒液は、洗浄工程と同様に、ラバーヒータ１５０によって加熱されて適
正な温度に調節される（ステップＳ６２）。そして、洗浄工程、すすぎ工程と同様に、循
環ポンプ１５７、１５８が作動して消毒液の循環が所定時間行われる（ステップＳ６３）
。循環が終了すると、切り替えバルブ１７５によって消毒液タンク１６５に通じる経路が
選択されて、消毒液が排液口７０から消毒液タンク１６５に戻される（ステップＳ６４）
。
【０１０５】
　消毒工程が終了すると、内視鏡１０の外表面や各チャンネルに付着した消毒液を洗い流
ステップＳ７０のすすすぎ工程が行われる。図１６に示すように、ステップＳ７０のすす
ぎ工程では、ステップＳ５０のすすぎ工程のステップＳ５１～ステップＳ５３と同様に、
給水（ステップＳ７３）、循環（ステップＳ７４）、排液（ステップＳ７５）が行われる
が、消毒液を十分に洗い流すために、これらのステップＳ７３～ステップＳ７５が規定回
数（Ｎ回、例えば３回）連続して繰り返される。
【０１０６】
　ステップＳ７０のすすぎ工程を実行する際には、カウンタ２０８のカウント値が「０」
にリセットされた後（ステップＳ７１）、カウンタ２０８のカウント値がインクリメント
されて「１」にされる（ステップＳ７２）。そして、ステップＳ７３～ステップＳ７５が
実行される。ステップＳ７３～ステップＳ７５の実行後、カウンタ値と規定回数Ｎが比較
され（Ｓ７６）、カウンタ値が規定回数Ｎに達していない場合には（Ｓ７６でＮＯ）、Ｓ
７２に戻ってカウント値がインクリメントされた後、ステップＳ７３～ステップＳ７５が
再度実行される。洗浄消毒装置５は、こうした処理をカウンタ値が規定回数Ｎに到達する
まで繰り返し、カウンタ値が規定回数Ｎに達した場合（ステップＳ７６でＹＥＳ）にステ
ップＳ７０のすすぎ工程を終了する。
【０１０７】
　図１２において、ステップＳ８０の乾燥工程では、バルブ１６９、１７０によって、ア
ルコールタンク１６６からメインチャンネル洗浄コネクタ８１、小物洗浄ノズル６１へ通
じる経路が開かれる。供給ポンプ１５５が作動して、アルコールタンク１６６からアルコ
ールが吸引されて、吸引されたアルコールがメインチャンネル洗浄コネクタ８１および小
物洗浄ノズル６１を通じて、内視鏡１０の各チャンネルおよび小物部品に吹き付けられる
。
【０１０８】
　この後、バルブ１６８によって、エアポンプ１５６からバルブ１６９、１７０へ通じる
経路が選択されて、エアポンプ１５６が作動する。エアポンプ１５６が作動すると、メイ
ンチャンネル洗浄コネクタ８１および小物洗浄ノズル６１から、内視鏡１０の各チャンネ
ルおよび小物部品に圧縮空気が吹き付けられて、各チャンネル内および小物部品の外表面
に付着した水滴がアルコールとともに吹き飛ばされる。また、アルコールは揮発性が高い
ため、アルコールの気化熱によって各チャンネル内および小物部品の外表面に付着した水
分が蒸発する。こうして内視鏡１０の各チャンネルおよび小物部品が乾燥される。これに
て標準的な洗浄消毒プログラムによる洗浄消毒処理が終了する。
【０１０９】
　図１２において、一方、１本の内視鏡１０を洗浄消毒する場合（ステップＳ１０でＹＥ
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Ｓ）は、図５に示すように１本の内視鏡１０とともにアダプタ１００を洗浄槽２１内にセ
ットする（ステップＳ９０）。アダプタ１００は、固定突起４９および固定穴１０７で構
成される固定機構１１５によって、後方部分５６に固定される。また、アダプタ１００の
載置部１０２に内視鏡１０の操作部１２やコネクタ１４が載置される。この載置部１０２
に載置された内視鏡１０は、洗浄槽２１に貯留された液体の液面からアダプタ１００が浮
き上がらないように抑える重しの役割を果たす。これら固定機構１１５および載置部１０
２に載置された内視鏡１０により、アダプタ１００は後方部分５６に強固に固定される。
したがって、洗浄消毒処理の最中にアダプタ１００が後方部分５６から動いてしまい、そ
の影響で内視鏡１０の収容バランスが崩れて内視鏡１０の収容状態が適切な状態でなくな
り、内視鏡１０の一部が洗浄液や消毒液の液面から浮き出して、浮いた部分が洗浄消毒さ
れないという事態を招くおそれがない。
【０１１０】
　１本の内視鏡１０を洗浄消毒する場合は、内視鏡１本分の各コネクタ８０～８２が、ア
ダプタ１００の各カバー部１０３、１０４によって上側から覆い隠されて使用不能とされ
る。このため、洗浄槽２１にアダプタ１００を装着したまま、２本の内視鏡１０を洗浄槽
２１に収容して洗浄消毒を行ってしまうミスが起こり得ない。したがって、洗浄槽２１に
２本の内視鏡１０が無理矢理収容されて、内視鏡１０が適切な状態で収容されず、内視鏡
１０の全体が洗浄液や消毒液に浸漬せずに内視鏡１０の一部が洗浄液や消毒液の液面から
浮き出し、浮いた部分が洗浄消毒されないという事態を招くおそれがなく、病原菌やウイ
ルスによる感染のリスクもなくなる。
【０１１１】
　また、各カバー部１０３、１０４は、内視鏡１本分の各コネクタ８０～８２を上側から
覆い隠すように本体部１０１から舌状に延びる薄板であり、極めて簡単な構成である。こ
のため、カバー部１０３、１０４を設けることによるコストアップを最小限に抑えること
ができる。
【０１１２】
　洗浄槽２１にアダプタ１００が装着されている場合、アダプタ１００の磁石１０８に装
着検知センサ８５が非接触で感応し、装着検知センサ８５から装着検知信号が出力され、
制御部２００で受信される（ステップＳ１００）。
【０１１３】
　非接触型の装着検知センサ８５を使用することにより、次のようなメリットがある。例
えば、装着検知センサ８５としてマイクロスイッチを使用して、洗浄槽２１にアダプタ１
００が装着されたことを機械的な接触で検知する場合、洗浄槽２１にセンサの取付穴など
を設ける必要があるため、洗浄槽２１の気密性、水密性が損なわれるおそれがある。対し
て本実施形態の装着検知センサ８５は、洗浄槽２１にアダプタ１００が装着されたことを
非接触で検知するので、洗浄槽２１に気密性、水密性が損なわれるような加工を施す必要
がない。
【０１１４】
　制御部２００で装着検知信号を受けた場合、洗浄槽２１にアダプタ１００が装着されて
いることを報せる内容の警告メッセージ２２０がディスプレイ３２に表示される（ステッ
プＳ１１０）。
【０１１５】
　ディスプレイ３２に警告メッセージ２２０が表示された場合、作業者は警告メッセージ
２２０を見て、洗浄槽２１内に内視鏡１０が１本しかセットされていないことを確認し、
確認ボタン２２１を選択する（ステップＳ１２０）。確認ボタン２２１が選択されると、
警告メッセージ２２０の表示が消える。
【０１１６】
　確認ボタン２２１の選択後、洗浄消毒装置５は洗浄消毒プログラムの選択待ち状態とな
る。つまり、確認ボタン２２１を選択しない限り、洗浄消毒処理を開始することはできな
い。警告メッセージ２２０を表示し、また、確認ボタン２２１を選択しない限り、洗浄消
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毒処理を開始することができないようにすることで、洗浄槽２１にアダプタ１００を装着
したまま、２本の内視鏡１０を洗浄槽２１に収容して洗浄消毒を行ってしまうミスを２重
、３重に防ぐことができる。なお、ステップＳ１２０以降の手順は、２本の内視鏡１０を
洗浄消毒する場合と同じであるため、説明を省略する。
【０１１７】
　アダプタ１００の高さＨ１を、適正水位ＬＭのときの後方部分５６の底面からの液面の
高さＨ２よりも低くしたため、１本の内視鏡１０を洗浄消毒する際、洗浄工程では、洗浄
槽２１に貯留された洗浄液にアダプタ１００全体が浸漬される。また、アダプタ１００の
底面と後方部分５６の底面、およびアダプタ１００の側面と後方部分５６の内壁面に隙間
１２１が形成されているので、この隙間１２１から洗浄液が流れ込み、アダプタ１００の
周囲が洗浄液で満たされる。このため、内視鏡１０とともにアダプタ１００も洗浄される
。また、アダプタ１００と後方部分５６の間に隙間１２１があることで、洗浄液の捌けが
よくなる。
【０１１８】
　洗浄工程の場合と同様に、消毒工程においても、１本の内視鏡１０を洗浄消毒する際に
は、洗浄槽２１に貯留された消毒液にアダプタ１００全体が浸漬される。また、アダプタ
１００の周囲が消毒液で満たされ、内視鏡１０とともにアダプタ１００も消毒される。こ
れにより、アダプタ１００は、洗浄消毒後の内視鏡１０と同じレベルの清潔さを保つこと
ができる。アダプタ１００は作業者が手で持って洗浄槽２１に装着するため、アダプタ１
００を清潔に保つことで、作業者への感染のリスクを減らすことができる。
【０１１９】
　図１７において、洗浄、すすぎ、消毒の各工程では、洗浄槽２１への液体の供給（ステ
ップＳ４１、ステップＳ５１、ステップＳ７３の給水、およびステップＳ６１の消毒液供
給）、洗浄槽２１内に貯留された液体の循環（ステップＳ４５、ステップＳ５２、ステッ
プＳ６３、ステップＳ７４）、および洗浄槽２１内に貯留された液体の排液（ステップＳ
４６、ステップＳ５３、ステップＳ６４、ステップＳ７５）が共通して行われる。
【０１２０】
　図１７（Ａ）において、洗浄槽２１にアダプタ１００を装着せずに１本の内視鏡１０を
洗浄消毒する場合は、液体供給、循環、排液に掛かる時間はそれぞれＴＳ１、ＴＣ、ＴＤ
１であり、これらを加算したトータルの時間（ＴＳ１＋ＴＣ＋ＴＤ１）はＴＴ１である。
対して、図１７（Ｂ）において、洗浄槽２１にアダプタ１００を装着して１本の内視鏡１
０を洗浄消毒する場合は、アダプタ１００により洗浄槽２１の容積が減少するので、洗浄
槽２１に供給する液体の量は、図１７（Ａ）の場合と比べて少なくて済む。したがって、
図１７（Ｂ）の場合の液体供給、および排液に掛かる時間ＴＳ２、ＴＤ２は、図１７（Ａ
）の場合の時間ＴＳ１、ＴＤ１よりも短い。当然トータルの時間ＴＴ２も破線の枠で示す
ように時間ＴＴ１より短くなる。循環に掛かる時間はいずれの場合もＴＣで同じである。
１本の内視鏡１０を洗浄消毒する場合にアダプタ１００を装着して洗浄槽２１の容積を減
らすことで、洗浄槽２１に供給する液体の量を節約することができ、また、工程に掛かる
時間を短縮することができる。液体供給、循環、排液は、洗浄、すすぎ、消毒の各工程で
行われるので、洗浄消毒処理の全体に掛かる時間を大幅に短縮することができる。
【０１２１】
　消毒液は消毒能力が消失するまで繰り返し使用可能であるが、比較的高価であり、また
消毒液を交換する手間が掛かるので、できるだけ使用量を節約してランニングコストを抑
えたいという要望が多い。本実施形態では、アダプタ１００を装着することで消毒液の使
用量が節約されるので、上記要望に応えることができる。
【０１２２】
　なお、アダプタ１００の体積を、１本の内視鏡１０の体積よりも大きくすれば、２本の
内視鏡１０を同時に洗浄消毒する場合と比べても、洗浄槽２１にアダプタ１００を装着し
て１本の内視鏡１０を洗浄消毒する場合のほうが、洗浄槽２１に供給する液体の量が節約
され、工程に掛かる時間が短縮される。
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【０１２３】
　なお、カバー部は、上記第１実施形態で例示した形状に限らない。例えば、第１および
第２流体供給コネクタの一方に嵌合して一方の流体供給コネクタ全体をすっぽりと覆い隠
すキャップ状であってもよい。
【０１２４】
　洗浄槽２１にアダプタ１００が装着されていることを報せる方法としては、上記第１実
施形態で例示したディスプレイ３２に警告メッセージ２２０を表示する方法に限らず、例
えばスピーカ２０６から警告音を出力してもよいし、警告ランプを設けてこれを点灯させ
てもよい。
【０１２５】
　上記第１実施形態では、洗浄槽２１にアダプタ１００が装着されたことを非接触で検知
する装着検知センサ８５として、アダプタ１００に内蔵された磁石１０８の磁気に感応し
て電気信号を出力する磁気センサを例示したが、磁石１０８の代わりにアダプタ１００に
ＲＦＩＤタグなどの電波を出力する手段を内蔵させ、装着検知センサとして洗浄槽２１に
タグリーダを設けて、タグリーダでＲＦＩＤタグを読み取ることで、洗浄槽２１にアダプ
タ１００が装着されたことを非接触で検知してもよい。
【０１２６】
　あるいは、赤外線などの光を発する投光器と、投光器が発した光のアダプタ１００によ
る反射光を受光する受光器とで装着検知センサを構成してもよい。
【０１２７】
　上記第１実施形態では、固定機構１１５、および載置部１０２に載置された内視鏡１０
の重みによって、アダプタ１００を後方部分５６に固定しているが、固定機構１１５また
は載置部１０２に載置された内視鏡１０の重みのいずれか一方で、アダプタ１００が十分
確実に後方部分５６に固定される場合は、他方は実施しなくてもよい。
【０１２８】
　なお、固定機構としては、上記第１実施形態の固定突起４９および固定穴１０７に限ら
ない。例えば、押圧部としてトップカバー２３の裏面にバネを取り付け、トップカバー２
３が閉じ位置にあるときに、バネをアダプタ１００の被押圧部に当接させ、バネの付勢力
によりアダプタ１００を上方から押さえつけ、アダプタ１００を後方部分５６に固定して
もよい。あるいは、後方部分５６の内壁面に、ボタン操作などで突没自在な爪を設け、ア
ダプタ１００を装着した後、爪を突出させて本体部１００の上面に爪を接触させ、アダプ
タ１００を固定してもよい。ただし、この場合は、後方部分５６の内壁面に爪の取付穴を
設ける必要があり、洗浄槽２１の気密性、水密性が損なわれるおそれがあるため、トップ
カバー２３に設けた押圧部と、アダプタ１００に設けた被押圧部とで固定機構を構成する
ことが好ましい。
【０１２９】
　アダプタ１００の底面に脚１２０を設けるだけでなく、アダプタ１００の側面にリブを
設け、後方部分５６の内壁面との隙間１２１を確保してもよい。
【０１３０】
　上記第１実施形態では、各カバー部１０３、１０４により、各コネクタ８０～８２のう
ちの、１本分のコネクタを使用不能に覆い隠しているが、少なくともメインチャンネル洗
浄コネクタ８１の一方を使用不能に覆い隠せばよい。気密試験用コネクタ８０およびサブ
チャンネル洗浄コネクタ８２は、使用する場合としない場合があるが、メインチャンネル
洗浄コネクタ８１は必ず使用されるので、少なくともメインチャンネル洗浄コネクタ８１
の一方を使用不能とすれば、本発明の効果は得られる。
【０１３１】
［第２実施形態］
　上記第１実施形態では、２本の内視鏡１０を洗浄消毒する場合と、１本の内視鏡１０を
洗浄消毒する場合とで、特に洗浄消毒プログラムを変更していないが、本実施形態では、
２本の内視鏡１０を洗浄消毒する場合と、１本の内視鏡１０を洗浄消毒する場合とで、洗
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浄消毒プログラムを変更する。
【０１３２】
　本実施形態の洗浄消毒処理手順を示す図１８において、洗浄槽２１にアダプタ１００が
装着されておらず、装着検知センサ８５から装着検知信号が出力されない場合（ステップ
Ｓ１３０でＮＯ）は、ステップＳ２０で選択された洗浄消毒プログラムは変更されず、そ
のまま以降の洗浄消毒処理が実行される。一方、洗浄槽２１にアダプタ１００が装着され
ていて、装着検知センサ８５から装着検知信号を受信した場合（ステップＳ１３０でＹＥ
Ｓ）、制御部２００は、選択された洗浄消毒プログラムを、１本の内視鏡１０を洗浄消毒
するのに適したものに変更する（Ｓ１４０）。例えば、洗浄、すすぎ、消毒の循環に掛け
る時間を、予め設定された時間の分、選択された洗浄消毒プログラムよりも短く設定する
。制御部２００は、変更した洗浄消毒プログラムにしたがって以降の洗浄消毒処理を実行
する。なお、その他の手順は、図１２に示した上記第１実施形態と同じであるため説明を
省略する。
【０１３３】
　装着検知センサ８５で洗浄槽２１にアダプタ１００が装着されたことを検知した場合に
、洗浄消毒プログラムを自動的に変更するので、作業負担を減らすことができる。また、
適正な洗浄消毒プログラムで、１本の内視鏡１０を洗浄消毒することができる。なお、１
本の内視鏡１０を洗浄消毒する場合に短縮する時間を予め設定しておく代わりに、２本用
の洗浄消毒プログラムと、１本用の洗浄消毒プログラムを予め用意しておき、装着検知セ
ンサ８５から装着検知信号を受信した場合に、２本用の洗浄消毒プログラムを１本用の洗
浄消毒プログラムに差し替えてもよい。
【０１３４】
　上記第１実施形態では、消毒工程の最中に、洗浄槽２１内に貯留された消毒液をラバー
ヒータ１５０で加熱して、消毒液を適正な温度に調節しているため、その分消毒工程が長
引く。そこで、洗浄消毒処理の前に消毒液を予備加熱してもよい。
【０１３５】
　この場合、図１９に示すように、作業者は、洗浄消毒処理を開始する予定の時刻を操作
パネル３０でセットする（ステップＳ２００）。制御部１０１は、セットした時刻に丁度
消毒液が適正な温度となるよう、消毒液の予備加熱を開始する時刻を、セットした時刻を
元に算出する（ステップＳ２０１）。算出した予備加熱開始時刻となったとき（ステップ
Ｓ２０２でＹＥＳ）、図１５のステップＳ６１と同様に洗浄槽２１に消毒液を供給する（
ステップＳ２０３）。そして、図１５のステップＳ６２と同様にラバーヒータ１５０を駆
動させて洗浄槽２１内の消毒液を加熱し、消毒液を適正な温度に調節する（ステップＳ２
０４）。その後、図１５のステップＳ６４と同様に、消毒液を消毒液タンクに回収する（
ステップＳ２０５）。作業者は、ステップＳ２００でセットした時刻となったら、洗浄槽
２１に２本の内視鏡１０または１本の内視鏡１０とアダプタ１００をセットし、洗浄消毒
処理を開始する。以降の手順は上記第１実施形態で示した通りである。洗浄消毒処理の前
に消毒液を予備加熱することで、消毒工程に掛かる時間を短縮することができる。
【０１３６】
　また、上記第１実施形態では、温度センサ６２を洗浄槽２１内に設け、ラバーヒータ１
５０を洗浄槽２１の下面に取り付けて、温度センサ６２の温度測定結果に基づきラバーヒ
ータ１５０を駆動することで、洗浄槽２１内に貯留された消毒液を適正な温度に調節して
いるが、図２０に示すように、温度センサ６２およびラバーヒータ１５０を取り払い、代
わりに消毒液タンクに温度センサおよびヒータを設けて、消毒液タンク内の消毒液を直接
ヒータで温めてもよい。
【０１３７】
　図２０において、消毒液タンク２５０には、温調ユニット２５５が設けられている。温
調ユニット２５５は、蓋２５６、温度センサ２５７、ヒータ２５８、ヒータ２５８を駆動
するヒータ駆動部２５９、撹拌棒２６０、および撹拌棒２６０を回転させるモータ２６１
で構成される。温度センサ２５７、ヒータ２５８、および撹拌棒２６０は、シール部２６
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２を介して蓋２５６の下面に取り付けられている。ヒータ駆動部２５９およびモータ２６
１は、蓋２５６の上に取り付けられている。
【０１３８】
　消毒液タンク２５０の上面中央には丸穴２６３が形成されている。丸穴２６３の外周、
および蓋２５６の内周にはネジ山が切られており、これらを螺合させることで温調ユニッ
ト２５５が消毒液タンク２５０に取り付けられる。消毒液の臭気が外部に漏出しないよう
、丸穴２６３と蓋２５６にはパッキンなどの密閉部材（図示せず）が設けられている。
【０１３９】
　温度センサ２５７のセンサ部は、消毒液タンク２５０の下面付近に配置される。比較的
温度が低い液体は下側に移動するので、消毒液タンク２５０の下面付近の消毒液の温度が
適正であれば、消毒液タンク２５０全体の消毒液の温度も適正温度以上といえる。このた
め、温度センサ２５７のセンサ部を、消毒液タンク２５０の下面付近に配置している。
【０１４０】
　ヒータ２５８は、加熱部である先端部がリング状に形成されている。ヒータ２５８の先
端部も、温度センサ２５７のセンサ部と同様に、消毒液タンク２５０の下面付近に配置さ
れる。
【０１４１】
　撹拌棒２６０の先端にはフィン２６４が取り付けられている。フィン２６４は、モータ
２６１による撹拌棒２６０の回転に伴い回転し、消毒液を撹拌する。なお、撹拌棒２６０
を回転させる代わりに、あるいは加えて、上下動させてもよい。
【０１４２】
　図２０に示す構成で消毒液の予備加熱を行う場合は、図２１に示すように、図１９のス
テップＳ２００、ステップＳ２０１と同様に、洗浄消毒処理開始予定時刻をセットし（ス
テップＳ３００）、予備加熱開始時刻を算出する（ステップＳ３０１）。そして、算出し
た予備加熱開始時刻となったとき（ステップＳ３０２でＹＥＳ）、ヒータ駆動部２５９で
ヒータ２５８が駆動される。ヒータ２５８で消毒液タンク２５０内の消毒液を加熱して、
温度センサ２５７で消毒液の温度を測定しつつ消毒液を適正な温度に調節する（ステップ
Ｓ３０３）。また、このとき、モータ２６１で撹拌棒２６０が回転され、消毒液が撹拌さ
れる。図１９のステップＳ２０３のように洗浄槽２１に消毒液を供給したり、ステップＳ
２０５のように加熱後の消毒液を消毒液タンクに回収したりする手間が省けるので、消毒
液の予備加熱に掛かる時間を短縮することができる。
【符号の説明】
【０１４３】
　５　洗浄消毒装置
　１０　内視鏡
　２１　洗浄槽
　３２　ディスプレイ
　４９　固定突起
　８０　気密試験用コネクタ
　８１、８２　メイン、サブチャンネル洗浄コネクタ
　８５　装着検知センサ
　１００　アダプタ
　１０１　本体部
　１０２　載置部
　１０３、１０４　第１、第２カバー部
　１０７　固定穴
　１０８　磁石
　１１５　固定機構
　１２１　隙間
　２２０　警告メッセージ
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